
 

 

 

 

新生児訪問中の事故に係る専決処分の報告について 

 

 

１ 事故発生日 

 

 

 令和７年８月２９日（金）午後２時３０分頃 

 

２ 事故発生場所 

 

 

宇治市六地蔵奈良町６７番地の１ 

クラッシィハウス京都六地蔵Ａ５２６ 

 

３ 事故の概要 

 

保健推進課の助産師が、仰臥位で寝ている児の反

応を確認するため、顔の上でラトルを左右に動か

していた際、誤って額に落としてしまい打撲をさ

せた。 

 

４ 損害賠償の相手方 

 

宇治市六地蔵奈良町６７番地の１ 

クラッシィハウス京都六地蔵Ａ５２６ 

伊藤 沙夏 

親権者父 伊藤 芳滉 

親権者母 伊藤 紗衣 

 

 

５ 示談締結日 

 

  

令和８年２月２日 

 

６ 損害賠償の額 

  

  

４，５００円 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 

文教・福祉常任委員会資料 

福祉こども部保健推進課 



〇事故状況 

 

 

〇使用したラトル 

 


